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しもつま 広
報 

募 集 生涯学習ボランティア講師募集 
  

市教育委員会では、市民のさまざま学習活動を支援･指

導してくださるボランティア講師を募集します。 
 

●応募条件 市内在住・在勤で、幅広い分野で専門的な知 

      識･技能等をお持ちの方 

●応募内容 ボランティア講師の活動に意欲のある方は、 

      応募してください。選考・審査後、正式に登 

      録が決定したとき、市生涯学習ボランティア 

      講師登録者として認定されます。 

 ※選考･審査結果に関する個別の問い合わせには応じら

れません。 

●応募受付 随時受け付けしています。 

●報酬等 ボランティア講師の活動に対しては無償です。 

●保険加入 公民館で傷害保険に加入します。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

      千代川公民館 44-3141 

フィットネスパーク・きぬ（ほっとランド・きぬ） 

臨時休館日 
 
 プールの水の入れ替え、清掃および機械設備点検等にと

もない臨時休館します。また、公園全体も臨時休園となり

ます。 
 
■臨時休館日 

 ９月２日（火）～3日（水） 

 ※９月１日（月）は、定期休館日となります。  

 ※９月４日（木）からは、通常営業します。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

   HP http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/fit/fit.html 

花火大会を特設会場で 
 

市心身障害児者福祉推進協議会では、「第43回下妻砂沼花火

大会」を障害児者がくつろぎながら観覧できるように特設会場を

用意します。 

皆さんも楽しい夏のひとときを過ごしませんか？ 
 
■対象者 市内在住の障害児者および家族の方 

■日時 ８月２日（土）午後７時30分 

    ※荒天の場合は３日（日） 

■場所 広域老人福祉センター「砂沼荘」庭園 

※（株）茨城富士駐車場にて障害者手帳を確認します 
 

問 市福祉事務所  内線1573・1574 

「下水道いろいろコンクール」作品募集 
 
 9月５日～11日は「下水道促進週間」です。 

 それにともない市では、皆さまの下水道に対す

るご理解を深めていただくために「下水道いろい

ろコンクール」を実施し、下水道に関する作品の

応募をお待ちしています。 
 
【絵画・ポスター部門】 

 ポスターとして応募する場合は、｢9月10日下

水道の日｣の文字を入れてください。  

【書道部門】 

 課題 小学生（１～3年）｢下水どう｣  

   小学生（4～6年）｢下水道の役割｣ 

    中学生｢下水道と環境｣ 

【作文部門】 

【新聞部門】 

【写真部門】※写真部門は、一人一作品のみ 

※上記５部門については、小中学生が対象とな

り、各学校でとりまとめになります。 

【標語部門】 

官製ハガキに作品一点、住所、氏名、年齢、職

業、電話番号を明記のうえ、下記までお送りくだ

さい。 

※一般公募、応募点数に制限なし 
 
●応募締切 ９月５日（金） 
 

問 申 市下水道課 内線1734 

住 民 基 本 台 帳 カ ー ド   

(住基カード) 等発行業務の

一時休止 
 
 住民基本台帳ネットワーク機器

を新しくするため、市民課窓口で

行なっている住基カードおよび電

子証明書（公的個人認証）の発行

業務を一時休止します。 
 
■業務休止日 ８月４日（月） 
 

問 市民課 内線1412 

ＪＷ－ＣＡＤ講習会/受講生募集 
 
●内容 JW－CADによる建築図面の描き方 

●日時 9月8日（月）～12日（金）午後６時～9時 

●受講料 2,900円（教材費含む） 

●定員 先着10人 

●申し込み ７月28日（月）～8月22日（金） 

      午前9時～午後５時 

※土・日曜日・祝祭日を除く。電話でお申し込みください。 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

第２１回茨城県きのこ料理コンクール作品募集 
 

県特用林産振興会では、「茨城県産のきのこ」と様々な

きのこ料理方法を広く一般消費者に知っていただき、美味

しく食べてもらうことを目的に、県との共催により「茨城

県きのこ料理コンクール」を実施します。 

 皆さまから県内で生産されるきのこ〔しいたけ・まいた

け・なめこ・ぶなしめじ・ひらたけ・えりんぎ等〕を使っ

た料理作品を募集します。 

 自慢の料理をお寄せください。 
  
●応募方法 

 応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送してください。  

 （一人何点でも応募可能） 

応募用紙は市農政課にあります。 

●応募締切 8月11日（月） ※当日消印有効 
 

問 申（応募先） 
 
 〒310-8555 水戸市笠原町978－6 

 県庁林政課内 茨城県特用林産振興会 

 「きのこ料理コンクール」係 

 029-301-4026（担当 山野邉） 

第１４回近隣男子ビーチボールバレー大会 

参加チーム募集 
 
●とき ９月28日（日）午前８時30分集合 

●ところ 市総合体育館 

●試合方法 ３または４チームによるリーグ戦の 

１位による決勝トーナメント 

●チーム編成 １チーム４人 

       （登録は監督を含めて７名まで） 

●抽選会 ８月29日（金）下妻公民館 午後７時 

●参加資格 県内在住、在勤の男子 

●参加費 連盟登録チーム 1,000円 

     未登録チーム  1,500円 

●申込方法 所定の用紙に参加料を添えお申し込 

みください 

●申込締切 ８月22日（金） 
 

申 市スポーツ振興課（千代川庁舎） 

   ※土・日曜日を除く 

 市総合体育館 ※月曜日を除く 

 受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時 
 
問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

  （粟野） 44-2544 

接客マナーセミナーを開催します 
～マナーは愛、マナーは心のサービス～ 
 
 マナーとは、相手に対する“思いやり

の気持ち”を表現したもの。また、礼儀

の最高の姿は「愛」といわれます。 

 事業所として、人として、今一度マ

ナーについて考えてみませんか？ 
 
●開催日時 8月21日（木） 

      午後2時～4時 

●会場 下妻市商工会館 大会議室 

    [長塚74-1] 

●研修内容 

 ・ビジネスマナーは愛（心のサービ 

  ス）とＮ･Ｈ･Ｋ 

 ・挨拶とお辞儀は人生のパスポート 

 ・人は第一印象で人物を評価 

 ・総合まとめ 

●講師 現代礼法研究所 

    代表 岩下宣子 氏 

●受講料 無料 

●締め切り ８月18日（月） 
 

問 申 下妻市商工会本所 

     43-3412 

     下妻市商工会千代川支所 

     44-4431 

母子父子家庭ふれあい研修会 
 

下妻市母子寡婦福祉会では、研修会を実施します。 

ぜひ、ご参加ください。 

●とき ８月24日（日） 

●ところ 東京方面 

●募集人員 先着25名 

●応募締切 8月８日（金） 

※必ず親子での参加をお願いします。なお、市バス利用のため小

学生未満のお子さんは参加できません。 
 

問 申 市福祉事務所 内線1576 



案 内 

市立図書館 
 
【夏休み期間中の開館時間と 

          休館日の一部変更】 
 

夏休みの期間中（７月19日（土）～

8月31日（日））、1階閲覧室の開館

時間および月末整理日を変更します。 
 
■１階 閲覧室の開館時間 

通常 午前10時開館  

    ⇒午前９時30分開館 
 
■休館日（８月の月末整理日） 

８月31日（日）⇒９月２日（火） 
 
 
 

問 市立図書館 43-8811 

 

【下妻まつり・花火大会にともなう 

           閉館時間変更】 
 

市立図書館は「下妻まつり・花火

大会」のため、8月2日（土）は午後

5時に閉館します。 

 駐車場についても交通規制によ

り、一般の方の駐車場利用はできま

せんのでご注意願います。 

 なお、花火大会が荒天により順延

となった場合は、2日（土）は午後9

時閉館となり、3日（日）は午後5時

閉館となります。 

ビアスパークしもつま 

お得な温泉入場券をご利用ください 
 
 ビアスパークしもつまの温泉には、通常の入場券の他にお得

な回数券やパスポート、市内高齢者割引もありますので、ぜひ

ご利用ください。 
 
◆通常料金 

 大人（中学生以上） 700円 

 小人（小学生） 400円   幼児 無料 

◆回数券（11回分） 

 大人 7,000円  小人 4,000円 

◆パスポート（大人） 

 １年間 50,000円 ６か月 30,000円 3か月 20,000円 

◆高齢者温泉割引（市内在住の70歳以上の方）  

 550円 ※ホテルフロントで会員証の作成が必要 
 

問 ビアスパークしもつま 30-5121 

70歳未満の方の「限度額適用認定証」の申請について 
 

70歳未満の方の入院時の医療費が高額になった場合、「限度額適用

認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関窓口での医療費

の支払いが自己負担限度額までとなり、市役所での高額療養費の申請

手続きが必要なくなります。 

自己負担限度額は所得区分によって異なりますので、入院される方

はあらかじめ市保険年金課で｢限度額適用認定証｣の交付申請をしてく

ださい。 

また、現在「限度額適用認定証」をお持ちの方も改めて申請が必要

です。８月以降も引き続き認定証が必要な方は申請の手続きをしてく

ださい。 
 
※保険外診療分および食事代金等については別途支払いが必要です。 

※限度額適用認定証を医療機関窓口に提示すると高額療養費は市から 

 医療機関に支払われます。 

※限度額適用認定証の交付を受けていない場合も、今までどおり医療 

 機関での支払い後に市役所窓口で高額療養費の支給申請をすれば支

給を受けることができます。 

※国民健康保険税の滞納の状況などにより、限度額適用認定証を交付 

 できない場合があります。 
 
 
■自己負担限度額 

所得区分 
１か月当りの自己負担限度額 

（３回目まで） 

１か月当りの自己負

担限度額（過去１年

間で４回目以降） 

一般（上位

所得者以外

の住民税課

税世帯） 

80,100円 

※医療費が267,000円を超

えた場合は、その超えた分の

１％を80,100円に加算） 

44,400円 

上位所得者 

150,000円 

※医療費が500,000円を超

えた場合は、その超えた分の

１％を150,000円に加算） 

83,400円 

住民税非課

税世帯 
35,400円 24,600円 

※上位所得者とは、年間所得が600万円を超える世帯 

※1つの世帯で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払 

 い、合算して自己負担限度額を超えた場合も高額療養費の対象とな 

 ります。この場合は、今までどおり市役所窓口において高額療養費 

 の支給申請をする必要があります。 
 
■限度額適用認定期間 

 ８月１日（金）～平成21年７月31日（金） 
 
■申請に必要なもの 

 ・保険証 

 ・印鑑（ゴム印不可） 

 ※「限度額適用認定証」をお持ちの方はご持参ください。  
  

問 申 市保険年金課 保険係 内線1519 

住民税非課税世帯の方の入院時の食事療養費の 

減額について 
 

保険診療で入院する場合の食事代は、診療や薬にかかる費用と

は別に一食当たり260円の定額負担となっていますが、住民税

非課税世帯の方には、申請により食事療養費が減額になる「標準

負担額減額認定証」を交付します。該当する世帯の方は、申請を

してください。 

また、現在「標準負担額減額認定証」をお持ちの方も改めて申

請が必要です。８月以降も引き続き認定証が必要な方は申請の手

続きをしてください。 

区分 一食当りの負担額 

一般世帯の方 260円 

住民税非課税世帯の方 

90日までの入院 

（過去１年間で90日を超える入院） 

210円 

（160円） 

■標準負担額減額認定期間 

 ８月１日（金）～平成21年７月31日（金） 
 
■申請に必要なもの 

 ・保険証 

 ・印鑑（ゴム印不可） 

 ・申請日現在で過去１年間の入院日数が９０日を越えている方 

  は、入院日数が確認できるもの（医療機関の領収書等）をお 

  持ちください。 

 ※「標準負担額減額認定証」をお持ちの方はご持参ください。 
 

問 申 市保険年金課 保険係 内線1519 

後期高齢者医療制度の保険料に関する通知書について 
 

後期高齢者医療制度の平成20年度の保険料が確定したことにより、保険料に

関する通知書を送付しますのでご確認ください。 
 
■普通徴収（納付書で納める方） 

７月中旬に「普通徴収納入通知書」を送付しますので、指定の金融機関で納め 

てください。 

■特別徴収（年金から天引きされる方） 

９月に「特別徴収開始通知書」を送付します。 

10月から天引きされる金額をご確認ください。 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1512 

後期高齢者医療制度の保険料のお支払い方法の変更について 
 

後期高齢者医療制度の保険料の納付について、年金からの天引き（特別徴収）

だけでなく口座振替もできることになりました。４月支給分の年金から保険料を

支払った方や10月から支給される年金より保険料を支払う予定となっている方

については、以下のいずれかの要件を満たす場合、申請により保険料の支払い方

法を口座振替にすることができます。 
 
 
（１）国民健康保険の保険料を確実に納付していた方（本人）が口座振替により 

   納付する場合。 

（２）世帯主または配偶者がいる方（被保険者本人の年金収入は180万円未満） 

   でその口座振替により納付する場合。 
 
 10月からの特別徴収を中止する事務の関係で、お申し込みは８月20日（水）

までの受付とします。 

 なお、国民健康保険税の特別徴収についても同様に支払い方法を変更すること

ができます。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1512 
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労働力調査にご協力ください 
～総務省統計局からのお願い～ 
 
 「労働力調査」は我が国の就業の状況を調べる調査で

す。就業者数、完全失業者数、完全失業率などの動向が

明らかにされ、経済対策や雇用失業対策に役立てられま

す。 

 知事から委嘱された調査員が調査対象地区内の名簿づ

くりのために各世帯を訪問し、名簿をもとに調査世帯を

選びます。 

 労働力調査の内容を他に漏らすことや目的外に使用す

ることはありません。統計調査員が皆さまのお宅に調査

のお願いに伺った際には、ご協力をお願いします。 
 
■調査地域 平方地内の一部 

■調査期間 ９月24日（水）～30日（火） 
 

問 県統計課 029-301-2649 

水道工事は、指定給水装置工事事業者に依頼してください 
 
 市では、市の指定を受けていない業者が給水装置工事を行なうこ

とはできません。（厚生労働省令で定める蛇口やコマの交換等の軽

微な変更を除く） 

給水装置の新設、改造、修繕（漏水による修繕を含む）、撤去な

どの工事を行なうときは、市の指定業者であることを必ず、確認

し、依頼してください。 

また、緊急な工事を行なう場合も同様です。 

なお、市の指定業者以外が工事を行なった場合、条例違反とな

り、給水を停止することもあります。 
 
※「給水装置」とは、道路に埋設してある配水管から分岐し、家庭

まで引き込まれた水道管等の給水用具をいいます。 

※「指定給水装置事業者」とは、水道法に基づき、一定の資格要件

をみたし、適正に給水装置工事を行なうことができると市が認めた

業者をいいます。 
 

問 市水道事業所 44－5311 

地上アナログ放送が2011年７月24日までに

終了します 
 
2011年（平成23年）７月24日までに今までのテレ

ビ放送（地上アナログ放送）は終了します。それ以降ア

ナログテレビをお使いの方は、そのままではテレビ放送

（デジタル放送）を見ることができません。 
 
地上デジタル放送を視聴するには、 
 

 ①地上デジタル放送対応のテレビに買い換える 

 ②地上デジタルチューナーを買い足す 

 ③地上デジタル放送対応済みのケーブルテレビで視 

  聴する 各方法があります。 

 ①、②については、ＵＨＦアンテナが必要です。 

なお、ＢＳアナログ放送も地上アナログ放送と同じ

2011年７月24日までに終了します。 
 

問 総務省地デジコールセンター 

   ※平日 午前9時～午後９時、 

    土日祝 午前9時～午後６時 

 0570-07-0101（ナビダイヤル） 

 03-4334-1111 

屋外広告物は許可が必要です 
～まちの良好な景観のために～ 
 

まちのなかには、さまざまな情報を提供してく

れる“屋外広告物（※注）”がたくさんあり、設

置場所やその大きさなどにより許可を受けること

が必要な場合があります。 

まちの良好な景観を作り出すために、該当する

屋外広告物を表示する時は必要な許可を受けま

しょう。 
 

（※注） 屋外広告物とは、屋外で常時または一

定の期間継続して公衆に表示される広告物のこと

です。はり紙・はり札・立看板・広告板・広告

塔・建物その他の工作物等に掲出されたものなど

を指します。 
 
■屋外広告物については、「まちの良好な景観の

形成」と「公衆に対する危害の防止」の面から、

許可にあたって設置場所や大きさなどを規制して

います。 

■許可には有効期間（３年）があります。許可を

受けた広告物でも、有効期間経過後に引き続き設

置するためには、更新手続きが必要です。 
 

問 市都市整備課  内線1725・1726 

高萩市・高萩市観光協会からのお願い 
 

高萩海岸でのキャンプおよび路上駐車は 

全面禁止となっています。ご協力をお願い 

します。 
 
●高萩海岸はキャンプ禁止です 

●路上駐車も禁止です 

●住民から多くの苦情がよせられています 

 
●È PROIBIDO ACAMPAR NA PRAIA DE TAKAHAGI 

●È PROIBIDO ESTACIONAR EM CIMADAS CALCADAS 

●HOUVE MUITAS RECLAMACOES DOS MORADORES DA 

CIDADCE 
 
TAKAHAGI-SHI・ASSOCIACAO DE TURISMO DE TAKAHAGI 

                       【ポルトガル語】 

戦没者・原爆死没者の慰霊と 

世界恒久平和祈念の黙とうを… 
 
 広島市と長崎市では、毎年、原爆死没者の慰霊

式と平和祈念式を行なっており、原爆が投下され

た8月6日午前８時15分および８月９日午前11時

２分に、原爆死没者のめい福と世界恒久平和を

祈念し１分間の黙とうを捧げています。 

両市では、平和を祈る輪を広げるため、全国各

地で黙とうが捧げられるよう協力の呼びかけを行

なっています。市民の皆さまも、家庭や職場など

で黙とうを捧げましょう。 

夏季における犯罪防止 

活動について 
 
 現在、警察では、全国的に多発して

いる子どもを対象とした凶悪事案など

をなくすこと、空き巣、車上ねらい、

自動車等の盗難、性犯罪などの防止を

重点に「夏季における犯罪防止活動」

を展開中です。 
  
【活動期間】 

 ７ 月 １ 日（月）か ら ８ 月 31 日（日） 

までの２か月間 
 
【スローガン】 

「みんなでつくろう 安心の街」 

 ～犯罪は 鍵かけ 声かけ 心がけ～ 
 
【犯罪防止活動の活動内容】 

・夏休みの子どもの安全を守るため、 

 遊技施設、遊び場や公園・河川など 

 の安全点検やパトロールをお願いし 

 ます。 

・性犯罪被害防止のため、深夜の一人 

 歩きは控えましょう。 

・夏場は、窓など開放になりがちで 

 す。空き巣などの被害にあわないよ 

 う戸締まりを確実にしてください。 

・少年の深夜徘徊は、犯罪に巻き込ま 

 れる危険性が大です。みんなで注意 

 しましょう。 

・車上ねらいにあわないよう、ドア    

 ロックを確実にして、車内にバッグ 

 などを置かないようにしましょう。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

 
塚田真希選手 北京での活躍を大画面で応援しよう 
 

北京オリンピック女子柔道78キロ超級に出場する塚田真希選

手の試合を、８月15日（金）に次の会場で放映しますので観戦

しませんか。 
 
《市立図書館映像ホール 140インチ大画面》 

●開場 午後１時30分（２階映像ホール） 

●柔道放映時間 

 予選 午後２時～５時頃予定  

 決勝 午後６時54分～８時40分  

※試合時間詳細は未定です 

●その他 

 ・閲覧室等は、午後７時閉館となります。 

 ・座席数（180席）に限りがあるため、入場は先着順です。 

 ・映像ホールでの飲食飲酒は厳禁です。ジュース等を飲まれる 

  場合は１階休憩ラウンジをご利用ください。 

  また、図書館内は禁煙となります。 

 ・中学生以下の入場は、保護者同伴となります。 

 ・飲酒されている方の入場はご遠慮願います。 
 

問 市スポーツ振興課 内線2862 

案 内 



健 康 乳がん集団検診 
 

乳がんの集団検診を実施します。受診を希望される方は市保健センターにお申し込みください。（予約制） 
 
●会場・検診日 

千代川保健センター 9月24日（水）・25日（木）・26日（金） 

市保健センター 10月14日（火）・15日（水）・16日（木）・ 17日（金）・20日（月）・21日（火） 

●対象者・検査内容・検査料金 

 

 

●申込方法 電話または来所（市保健センター） 

●申込開始 ７月25日（金）午前9時～  

※定員になり次第締め切ります 

※希望日と受診時間帯（午前・午後）を確認します。予約後の変更はできません。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

ぴよぴよ教室 講座編 
「楽しい♪ベビーマッサージ」 

～ベビーとママのリラクゼーション～ 
 
 ベビーマッサージはベビーとママのスキン

シップを通し、お互いに安らぐ事ができます。 

ベビーにはその心地よい刺激が心や体の発達

によい影響を与えます。この機会にベビーマッ

サージを体験しませんか。 
 
●日時 １回目 ８月25日（月） 

    ２回目 ８月27日（水） 

    午前10時30分～11時30分 

    （受付10時～） 

●対象 市内の生後３か月～９か月のベビーと

その家族（先着20組） 

※同じ内容の講座を2回実施しますが、お申し

込みは1回とします。 

※保育をご希望の方はご相談ください。 

●場所 市保健センター 

●講師 セラピスト 告 真紀子 先生 

●締め切り ８月１日（金） 
 
 

問 申 市保健センター 

     43-1990 

市内の催し 

図書館おはなし会／８月 
 

市立図書館の８月の「おはなしの花た

ば（おはなし会）」は次のとおりです。 

 参加は自由です。 

 お気軽にお越しください。 
 
●とき ８月９日（土） 

    午前10時30分～11時30分 

    午後２時～３時 

●ところ 市立図書館 児童室 

     （おはなしコーナー） 
 

問 市立図書館 43-8811 

８月の公民館おはなしの会は

お休みになります 
 
※次回の公民館おはなしの会 

 ●とき ９月20日（土） 

     午後１時30分～ 

 ●ところ 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

｢夏休み いけ花体験教室」 

参加者募集 
 
 下妻市華道文化協会では、「夏休み 

いけ花体験教室」を開催します。夏の思

い出づくりにお友達やご家族で参加しま

せんか。 
 
●日時 ８月23日（土） 

    午前９時30分～11時30分 

●場所 下妻公民館 大会議室 

●対象 幼児（５歳）～大人まで 

※幼児が参加する場合は、保護者同伴に

なります。 

●参加費 教材費として１人800円 

●準備物 はさみ、器のある方は持参可 

●申込締切 ８月10日（日） 

●主催 下妻市華道文化協会 
 

問 申 
 
 下妻市華道文化協会 

 （稲川） 44-5829（夜） 

※お知り合いの華道文化協会の先生方に

お申し込みいただいても結構です。 

図書館映画会／無料 
 
≪ライブラリーシアター≫ 

■とき 8月16日（土）・19日（火）午後２時～ 

■上映作品 

 「ナミイと唄えば」（2005年／日本／98分） 

 監督 本橋誠一 企画・原作 姜信子 製作 綾瀬あや 

［あらすじ］ 

 沖縄は石垣島生まれの“ナミイ”こと新城浪、85

歳。９歳で那覇のお座敷に身売りされて以来、彼女の

人生はずっと歌と三線と共にある。鍛え抜かれたレ

パートリーは島歌だけにとどまらず、童謡、軍歌、歌

謡曲まで、“人間ジュウクボックス”と呼ばれるほ

ど。物語は浪曲師玉川美穂子の案内で進んでゆく。 
 
≪子ども映画会≫ 

■とき ８月23日（土）午後2時～ 

■上映作品 

 三びきの子ぶた/ロスタムとソホラープ/小さなヘー

ベルマン/ジャンヌダルク（46分） 

まんが世界昔ばなしより 
 
■ところ 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

はつらつエクササイズ教室参加者募集 
～足裏から全身体操・ストレッチコース～ 
  

日頃の運動不足解消を目的に、はつらつエクササイズ教

室を開催します。 

 普段、一人ではなかなか運動ができない方、みんなで一

緒に身体を動かして楽しく運動しましょう。 
  
●日程 ８月27日、９月３・10・17・24日（水） 

    午前９時30分～11時30分 

●会場 市総合体育館 

●講師 健康運動指導士 飛田みつゑ 氏 

●内容 ストレッチ体操、フットケア、エアロビクス運動 

●受講対象 市内在住、在勤の方 

●募集人数 30名 

●参加費 1人 500円（保険代） 

●申込期間 ８月１日（金）～12日（火） 

      ※土・日曜日除く 

●申込方法 電話にてお申し込みください。 

      定員になり次第締め切ります。 

●持参物 運動靴、タオル、ストレッチマット（お持ちの

方）、飲み物 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863 

     市保健センター 43-1990 

秋季短歌大会を 

開催します 
 
 第52回秋季短歌大会を実施

しますので、皆さまのご出詠、

ご参加をお待ちしています。 
 
■とき 10月４日（土） 

    午前10時～ 

■ところ 下妻公民館 

     大会議室 

■作品 自作未発表作品一首 

※出詠される方は８月25日

（月）必着でお願いします。 

■講師 和泉鮎子 先生 

    （形成同人） 

■主催 下妻短歌会 
 
 

問 申（送付先） 
 
 下妻短歌会 

 外山とく子 44-4466 

 〒304-0067 

 下妻市下妻乙344-1  

対象者 検査内容 検査料金 

30歳～39歳 
超音波   500円 

41歳以上の奇数年齢 

40・42・44・46・48歳 
超音波 

X線（マンモグラフィ２方向） 
1,300円 

50・52・54・56歳 
超音波 

X線（マンモグラフィ１方向） 
1,000円 

58歳以上の偶数年齢の方 X線（マンモグラフィ１方向）   500円 

【注意事項】   

・申し込みは原則本人、家族のみ受け 

 付けます。 

・平成21年3月31日現在の年齢によ 

 り、受診内容が違います。 

・乳がん医療機関検診を受診された方 

 は受けることができません。 

・しこりなど、自覚症状のある方は医 

 療機関にて受診してください。 

・シリコンを注入している方は、医療 

 機関での検診をお勧めします。 

・人工ペースメーカーおよびカテーテ 

 ル挿入者の方は、マンモグラフィ検 

 査は受けられません。 

※対象者の年齢は、平成21年3月31日現在の年齢となります。 

マンモグラフィの検査は40歳以上の偶数年齢の方が対象です。 

また、今年度より59歳以上の奇数年齢の方も集団検診にて超音波検査を

受診できます。 

のびのび遊びの広場 講座編 
「親子で楽しむアートat 

   のびのび遊びの広場」 

  ～かたちで遊ぼう～  
 
 さまざまなアート作品を参照

しながら、いろいろな教材で作

品づくりに挑戦。 

 親子で力をあわせて、材料を切ったり

貼ったりしながら作品作りをします。 

 家族いっしょに元気いっぱいアートを楽

しみましょう。 
 
●日時 ９月９日（火） 

    午前10時30分～11時30分 

    （受付10時～） 

●対象 市内の未就学児とその保護者 

●場所 市保健センター 

●講師 法政大学国際文化学部 教授 

    稲垣立男 先生 

●締め切り 8月29日（金） 

 ※保育をご希望の方はご相談ください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

 


